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市有財産売払一般競争入札実施要領 

 

１ 売払物件（土地） 

物件

番号 
所在地 地目 地積（㎡） 用途地域等 

建ぺい率 

（％） 

容積率 

（％） 

① 
朝倉市杷木志波字原

４６６９番１８ 
学校用地 ３３１．５８ 都市計画区域外 － － 

② 
朝倉市杷木志波字原

４６６９番１７ 
学校用地 ３１２．５０ 都市計画区域外 － － 

③ 
朝倉市杷木志波字原

４６６９番１６ 
学校用地 ３００．９３ 都市計画区域外 － － 

④ 
朝倉市杷木志波字原

４６６９番１５ 
学校用地 ３００．８５ 都市計画区域外 － － 

 ※地目については、所有権移転登記時に「宅地」に変更します。 

 

２ 予定価格 

物件番号 予定価格 

①  ２，０００，０００円 

②  １，８７０，０００円 

③  １，８００，０００円 

④  １，８００，０００円 

 

３ 入札参加者の資格 

志波地区に住民登録がある者又は過去に住民登録があった者。 

  ただし、次のいずれかに該当するものは、入札に参加することができません。 

（１）個人以外の者 

（２）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人、被保佐人及び被

補助人で契約の締結に関し同意権付与の審判を受けたもの並びに未成年者で法定代理

人の同意を受けていないものをいう。）及び破産者で復権を得ない者 

（３）朝倉市有財産売払の一般競争入札に参加した落札者で、正当な理由なく契約を締結

せず又は履行しなかった者で当該事実があった日から２年を経過しない者 

（４）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産

に関する事務に従事する朝倉市職員 

（５）納付すべき市町村税の滞納がある者 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員等 
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４ 入札参加申込受付 

（１）受付期間 

令和８年３月９日（月）から令和８年３月１８日（水）までの午前８時３０分から午

後５時１５分まで（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

（２）受付場所 

朝倉市役所本庁舎３階総合政策課復興推進係又は杷木支所１階市民窓口係 

（３）申込に必要な書類 

ア 一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

イ 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書 

ウ 納税証明書（市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証明） 

エ 印鑑証明書 

※ イ～エの書類については、発行後３ヶ月以内のものとします。 

※ 提出書類は返還いたしませんので、ご了承願います。 

（４）申込方法 

上記（２）の受付場所に直接必要書類を持参してください。 

（５）審査等 

申込に必要な書類が提出されたときは、入札に参加する資格の有無について審査し、

その結果を参加資格確認通知書により、申請者に通知します。 

（６）その他 

電話、郵送、メール、ＦＡＸによる申込は受付けません。書類については、必ず申込

者本人又は内容について詳しく説明のできる方が持参してください。 

申込書に虚偽の記載をした場合は、応募は無効とし、以後朝倉市が行う普通財産の売

払の申込者になることができません。 

 

５ 現地説明会 

現地説明会は行いません。 

売払物件は現状での引渡しとなりますので、事前にご自身での確認をお願いします。 

 

６ 入札及び開札の日時場所 

（１）日 時  令和８年３月２４日（火）午前１０時３０分から 

（２）場 所  朝倉市役所杷木支所１階東相談室 

 

７ 入札保証金 

（１）入札参加者は、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を現金のほか朝倉市が指

定する方法により、入札開始前に納付してください。 

（２）落札できなかった方の入札保証金は、入札終了後に返還します。 

（３）落札者の入札保証金は、契約締結後に還付します。 

（４）入札保証金には、利子を付しません。 
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８ 入札の方法 

（１）入札書（様式第２号）は、当日持参してください。 

（２）入札書には、入札者の住所、氏名を記入し、押印して、朝倉市の予定価格以上で、

かつ入札保証金の限度額以内の金額で入札してください。 

（３）代理人での入札は、必ず委任状（様式第３号）を提出してください。 

（４）入札書に押印する印鑑は、本人が入札する場合は、入札参加申込時に提出された印

鑑証明書の印影と同じ印鑑とします。代理人が入札する場合は、委任状に押印された

代理人使用印の印影と同じ印鑑とします。 

（５）代理人での入札は、入札書に委任者の住所、氏名及び代理人名（代理人○○○○と

記載）を併記し、代理人の印鑑のみ押印してください。 

 

９ 落札者の決定方法 

予定価格以上で最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。落札

となるべき同価の入札をした方が２人以上あるときは、「くじ引き」によって落札者を

決定します。同価の入札をした方は、「くじ引き」を辞退することができません。 

 

１０ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

（１）入札参加資格を有しないものが行った入札 

（２）予定価格に達しない金額や入札保証金の限度額を超える金額での入札 

（３）代理人による入札の場合において、委任状のない代理人が行った入札 

（４）記名押印を欠く入札 

（５）金額を訂正した入札 

（６）入札者の印鑑が登録したものと違う入札 

（７）その他入札の条件に違反した入札 

※入札に参加しない場合（遅刻を含む）は、棄権とみなします。 

 

１１ 売買契約の締結 

（１）落札者は、落札の通知を受けた日から原則７日以内に、朝倉市との間で土地売買契

約を締結しなければなりません。 

（２）落札者が、正当な理由なく契約を締結しない場合は、入札保証金は朝倉市に帰属す

るものとします。 

 

１２ 契約保証金 

（１）落札者は、売買契約締結の際、売買代金の１００分の１０以上の契約保証金を納付

してください。 

（２）契約保証金は、朝倉市が発行する納入通知書により、落札決定の日から原則として

７日以内に納入してください。 

（３）契約保証金は、契約の履行後還付するものとします。 
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（４）契約保証金には、利子を付しません。 

（５）朝倉市との土地売買契約締結後、落札者が契約上の義務を履行しない場合は、契約

保証金は朝倉市に帰属します。 

 

１３ 売買代金の支払 

契約締結の日から６０日以内に朝倉市が発行する納入通知書により一括して納入して

ください。 

 

１４ 契約に付する条件等 

物件の売買契約には、次の条件を付します。 

（１）契約後の居住 

  契約締結の日から３年以内に購入した土地に自己の住居の建築工事を着工しなければ 

ならない。ただし、特段の事情がある場合はその限りではない。 

（２）禁止する用途 

契約締結の日から１０年間は、売払物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 

関する法律（昭和２３年法律第１２２号）」第２条第１項に規定する風俗営業及び同条 

第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業務の用途に使用すること 

はできない。 

（３）所有権転売等の制限 

契約締結の日から１０年間は、あらかじめ市長の承認を得ないで、売買、交換、譲渡

し、又は賃貸その他これらに類する行為により処分し、もしくは使用させてはならな

い。 

（４）違反した場合の措置 

上記（１）、（２）の条件に違反した場合は、違約金として契約金額の１００分の３

０に相当する金額（円未満切り上げ）を支払わなければならない。 

 

１５ 所有権の移転等 

（１）売払物件の所有権は、朝倉市が売買代金の完納を確認した日に移転があったものと

し、同時に物件を引き渡したものとする。 

（２）物件は、現状有姿のまま引き渡すものとする。 

（３）所有権の移転登記は、代金完納後に朝倉市が行うものとする。 

（４）売買契約に必要な印紙代及び登記に必要な登録免許税等の一切の費用は、落札者の

負担とする。 

 

１６ 注意事項 

（１）電気・上水道の引込み、浄化槽の設置、車両乗り入れ施設の設置及び進入口として

の整備など、購入後、土地を使用する際に必要となる手続および費用等は、本人の負

担となります。詳細は、購入希望者において関係企業者、関係行政機関に直接お問合

せのうえ十分な確認をしてください。 
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（２）物件番号②の宅地内に電柱を１本設置します。物件番号②の購入者には、毎年電柱

敷地料が支払われます。 

（３）売払物件の壁画について、勝手に消したり描きかえたりしないようにしてくださ

い。 

（４）売払物件に設置しているフェンスについては、購入者の所有・維持管理となりま

す。物件の境界をまたぐフェンスの取り扱いについては、購入者間で協議のうえ維持

管理を行ってください。 

（５）土地の購入者は、土地の利用について、近隣住民等地元関係者（以下「地元関係

者」という。）に対し十分な計画説明を行うとともに積極的な情報提供に努め、地元

関係者の意見等には誠意を持って対応し、地元関係者と協議調整を行ってください。 

（６）売払物件は、騒音、悪臭、及び環境を汚染するような施設に使用することができま

せん。 

（７）売払物件は、反社会的活動の拠点施設など、公序良俗に反する用に利用する施設に

使用することができません。 

（８）建物を建築する場合には、建築基準法等の規制があります。建物の設計を行う前

に、あらかじめ建築可能な規模、周辺の施設計画等を確認してください。 

（９）売払物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っていません。 

（１０）売払物件は、構造物及び立木等土地上の全てのものとし、越境物がある場合につ

いても現状のままの引き渡しとなります。 

（１１）越境物の処理について、市は一切の責任を負いません。契約後に越境関係が判明

した場合も同様とします。 

（１２）売払物件の説明事項は、調査時点における一般的な調査内容を列挙しているもの

であり、変更されている場合があります。申込みにあたっては、購入希望者において

必ず現地確認や諸規制の確認を行ってください。 

 

１７ 問い合わせ先 

  〒８３８－８６０１ 

  朝倉市甘木２３２番地１ 

朝倉市総合政策課復興推進係 

電話０９４６－２８－７１３６（直通） 
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様式第１号 

一般競争入札参加申請書 

  年  月  日 

 朝 倉 市 ⾧ 

 

住 所 

氏 名                ㊞ 

電 話 

 

下記市有財産の一般競争入札に参加したいので、下記書類を添えて入札参加資格の審査

を申請します。 

なお、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを誓約すると

ともに、あわせて朝倉市普通財産売払事務取扱要綱第５条に規定する契約を締結する能力

を有しない者及び破産者で復権を得ないものでないことを誓約します。 

また、申請後、入札参加資格（暴力団員でない等）確認のため、福岡県警察本部に照会さ

れることを同意した上で提出します。 

 

記 

 

１ 入札物件 

入札参加希望物件に○ 物件番号 所 在 地 

 ① 朝倉市杷木志波字原４６６９番１８ 

 ② 朝倉市杷木志波字原４６６９番１７ 

 ③ 朝倉市杷木志波字原４６６９番１６ 

 ④ 朝倉市杷木志波字原４６６９番１５ 

 

２ 添付書類 

（１）住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書 

（２）納税証明書（市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証明） 

（３）印鑑証明書 

※ 注意事項 

連名（共有）で申し込む場合は、連名者も記入のこと。 
提出する書類に押印する印鑑は、全て印鑑証明書の印影と同じ印鑑を使用してくださ

い。 
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様式第２号 

入  札  書 

金額           

 

入札物件 

入札参加希望物件に〇 物件番号 所 在 地 

 ① 朝倉市杷木志波字原４６６９番１８ 

 ② 朝倉市杷木志波字原４６６９番１７ 

 ③ 朝倉市杷木志波字原４６６９番１６ 

 ④ 朝倉市杷木志波字原４６６９番１５ 

朝倉市契約に関する規則、朝倉市普通財産売払事務取扱要綱その他関係法令を遵守し入

札します。 

 

  年  月  日 

 

朝倉市⾧ 

 

住所 

 

氏名              ㊞ 

               

                代理人             ㊞ 

 

 

 

※ 記載上の注意 

金額の記載は、アラビア数字を用い、その頭部に「￥」を記載してください。 

提出する書類に押印する印鑑は、全て印鑑証明書の印影と同じ印鑑を使用してくだ

さい。 

入札参加を希望する物件番号に○をつけてください。（入札参加物件ごとに入札書類

を必要です。入札物件ごとに入札書類を用意してください。） 

 代理人での入札は入札書に委任者の住所、氏名及び代理人名を併記し、代理人の印

鑑のみ押印してください。 
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様式第３号 

委 任 状 

年   月   日 

 

朝 倉 市 ⾧ 

 

 私は、下記の者を代理人と定め、令和８年３月２４日に朝倉市が実施する次の市有財産

売買に係る一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 

 

入札参加希望物件に〇 物件番号 所 在 地 

 ① 朝倉市杷木志波字原４６６９番１８ 

 ② 朝倉市杷木志波字原４６６９番１７ 

 ③ 朝倉市杷木志波字原４６６９番１６ 

 ④ 朝倉市杷木志波字原４６６９番１５ 

入札者（委任者）   住 所 

氏 名                    ㊞ 

 

上記委任の件承諾しました。 

 

  代理人（受任者）   住 所 

氏 名 

  

代理人使用印 

 

 

 

 

※ 提出する書類に押印する印鑑は、全て印鑑証明書の印影と同じ印鑑を使用してくださ

い。（代理人使用印欄は除く） 

代理人は、入札において、代理人使用印欄に押印した印鑑を必ず使用してください。 

※ 入札参加を希望する物件番号に○をつけてください。（入札参加物件ごとに委任状の書

類が必要です。入札参加物件ごとに委任状を用意してください。） 
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申込に必要となる書類等チェックリスト 

 

提 出 書 類 等 

 

□ 一般競争入札参加申請書（様式第１号）  

 

□ 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書  

 

□ 納税証明書（市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証明）  

 

□ 印鑑証明書  

 

 

※ 提出する書類に押印する印鑑は、全て印鑑証明書の印影と同じ印鑑を使用してくださ

い。 

※ 提出された書類は返還いたしませんので御了承願います。 
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入札日に持参する書類等のチェックリスト 

 

当日会場に来られる方 持 参 す べ き 書 類 等 

本   人 

 

□ 入札保証金（入札金額の１００分の５以上） 

 

□ 入札書（様式第２号） 

 

代 理 人 

 

□ 入札保証金（入札金額の１００分の５以上） 

 

□ 入札書（様式第２号） 

 

□ 委任状（様式第３号） 

 

 

※ 提出する書類に押印する印鑑は、全て印鑑証明書の印影と同じ印鑑を使用してくださ

い。（委任状の代理人使用欄は除く） 

※ 提出された書類は返還いたしませんので御了承願います。 

※ 代理人での入札は、入札書に委任者の住所、氏名及び代理人名（代理人〇〇〇〇）を

併記し、委任状の代理人使用印欄に押印した印鑑を押印してください。 


